
： 平成30年６月１日(金) ～ 29日(金)

： 小規模事業者で構成されている組合等

： 上限50万円 (下限10万円/税抜き)

： 裏面をご覧下さい。 （詳しくは、「公募要領」をご確認下さい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018山梨県中小企業団体中央会

公 募 概 要

取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構
造改革を促進するために行う事業。

組合等が行うＨＰ・チラシ作成、ブランド構築など、取引力強化を図るための支援事業です。

共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行
う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。

受 注 促 進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成
等を行う事業。

ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向
けたブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行
う事業。

受 付 期 間

補 助 対 象 (詳しくは、裏面をご覧下さい。)

補助金･補助率 補助対象経費の2/3以内

新たなメニューで売上アップ

●企業組合ふるさと旬菜森樹

【取り組み】

①ブランドコンセプトの構築

②新メニュー開発

③既存メニュー・調理方法、盛り付けの見直し

④メニューブックのデザインを一新。

【効果】

メニューの見直しに合わせてメニューブックの

デザインを新しくしたことで、リピーターのお客様

からは「料理の種類が増えた！新鮮みが増 し

選ぶ楽しみにつながった。」

新たなお客様からは「旬の地元

野菜を楽しめ味もよい！」と好評。

●山梨県生花商業協同組合

【概要】

①顧客アンケート調査、店頭ヒアリング調査

②リーフレットの作成

【効果】

作成したリーフレットは、調査による顧客ニー

ズと組合員が保有していた情報をマッチン

グしたことでスーパーやホームセンターとの

差別化を図ることができた。組合組織を活

用した取り組みは、業界の発展、個店のビ

ジネスチャンスにも繋がるため、

組合員から好評であった。

昨年、事業を活用した組合からの 声



②事業協同小組合及び企業組合。

①補助金額・補助率

②補助対象経費科目

補助金の交付決定を受けた日から平成31年２月５日（火）まで

①受付期間 平成30年６月１日(金)～29(金)

②申請方法 山梨県中小企業団体中央会宛てにご郵送いただくか、直接ご持参ください。

③申請書類 申請書　正１部、副１部を提出してください。

④添付書類

TEL 055-237-3215
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/

申請に際しては以下の書類１部を添付してください。
・定款　　・直近年度の事業報告書及び決算関係書類　　・当該事業年度の事業計画書
及び収支予算書　・組合員名簿

〒400-0035　　山梨県甲府市飯田2-2-1

 １．補 助 対 象 者

 ２．補助金額・補助率及び補助対象経費科目

※小規模事業者：常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については､５人

　　　　　　　　　　　  以下)の会社及び個人

 ３．補助事業の実施期間

（補助対象とならない経費があります。「公募要領」をご確認下さい。）

　謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費

　補助対象組合は、応募内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められる
もののうちからより緊急度の高い取組、先進的な取組、波及効果及び横展開が高い取組について、選
考委員会において選定します。また、必要に応じて選考委員によるヒアリングを行います。

【選考基準】①補助対象組合としての適合性　②事業実施の必要性　③事業計画の妥当性　④実施効果(実現性等)など

お問い合わせ ・ 公募要領 ・ 申請様式のダウンロード ・ 申請先　

 ４．補助対象組合の選定

 ５．申請書類の提出

④事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又
　は間接の構成員の総数のうち、２分の１以上が小規模事業者であるもの。

⑤その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業
　者の３分の２以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第２条に規定する中小企業者であっ
　て、構成員の２分の１以上が小規模事業者であるもの。

⑥一般社団法人(直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業基本法第２条に規定する中小企
　業者であるものに限る。)であって、構成員の２分の１以上が小規模事業者であるもの。

　１件当たりの補助金額は500千円（税抜）を上限（下限額は100千円（税抜））とし、補助対象経費総
額（税抜）の2/3を助成します。

本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。

①事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の２分の１以上
　が小規模事業者であるもの。

③協業組合であって、常時使用する従業員の数が５人以下のもの又は組合員の４分の３以上が協業
　実施直前において小規模事業者であったもの。


